
令和７年度第２回子育て講座等実施事業募集要領

１ 目的

全ての家庭が安心して子どもを育てることができる環境づくりを進めることを目的として、

地域で子育て家庭の不安や悩みの解消を図るための事業を募集する。

２ 応募者の要件

応募できるのは、次に掲げる要件を全て満たす団体又は個人とする。

（１）県内で子育て支援活動に従事する者又は子育て支援活動に興味がある者

（２）応募した事業を適正に実施（企画、講師・会場手配等）できる者

３ 募集する事業内容

募集する事業は、県内の子育て家庭を対象とした、次に掲げる内容とする。

（１）子育てに関する学習機会の提供

（２）子育て家庭同士の交流の場の提供

４ 実施期間

事業開始から令和８年２月28日までとする。

５ 実施内容

事業に係る応募者が実施する内容は、次に掲げるとおりとする。

（１）事業の準備（講師・会場の手配、個別広報、必要物品の購入、受付の準備等）

（２）当日の運営（当日設営から受付、講座等の開催）

（３）実績の報告（事業報告書の作成、アンケートの集計）

※講座等開催後、一週間以内に提出

６ 事業対象経費

事業実施に必要な外部講師への謝金、旅費、託児料（見守りスタッフの配置も含む）、使用料

（資機材や会場使用料等）及び賃借料（会場借上げ料等）を事業の対象経費とし、原則として

１回の講座あたり２万８千円以内（うち謝金は１人１万円以内×２人まで）、１応募者あたりの

講座回数は３回以内とする。

なお、需用費（チラシ作成、消耗品購入等）については、上記対象経費とは別に、１回の講

座あたり２千円以内とする。

※参加者に係る材料費、交通費・宿泊費等については参加者の負担とし、対象経費として認め

ない。

７ 応募方法

事業に応募する場合は、別紙様式により事業計画書を作成し、県に提出するものとする。

県（受託事業者）は、提出のあった事業計画書の内容等について審査のうえ採択を決定する

ものとし、審査結果は文書で通知する。なお、決定にあたっては、必要に応じて説明及び追加

資料を求める場合がある。また、できるだけ新規利用の団体や利用実績の少ない団体に活用い

ただけるよう、応募者多数となった場合には、そうした点を考慮したうえで、採択を決定する。

８ 提出書類

提出書類は次のとおりとし、募集期間の間にＥメールにより事務局に提出するものとする。

（１）事業計画書（別紙様式）

（２）団体概要（別紙１）



（３）事業計画（別紙２、別紙２－２）

９ 募集回数・期間

募集は５月と７月の２回実施する。

２回目の募集期間は令和７年７月１日（火）～令和７年７月18日（金）までとする。（必着）。

※第１回終了

10 採択団体数

第２回採択団体数：３団体程度

※第１回終了

11 子育て講座等開催についての説明会

採択された者を対象に、講座開催に関する説明会を開催する。

日時：令和７年８月６日（水） 14時 00分から

場所：WEBにて実施（後日、採択団体へZOOM URLを送付します）

12 事業実施に関する注意事項

（１）子育て講座等実施に係る経費（謝金、旅費、託児料、使用料及び賃借料）の支払いにつ

いては、原則口座振込とする。（口座振込ができない場合は受託事業者と相談すること。）

（２）子育て講座等の参加費は無料とする。ただし、参加者に係る食料費、入場料、景品代等、

受益者が負担することが適当であるものについては、参加費を徴収するものとする。

（３）各講座等にかかる開催案内（チラシ等）は採択された者で作成し、随時、受託事業者に

提出すること。

（４）各講座等にかかるアンケートは別紙３により、採択された者が実施し、集計する。

なお、必要に応じて、団体限りで項目を加えることは可とする。

（５）各講座等にかかる報告書は、別紙４により採択された者が作成し、アンケートとともに

講座等開催後一週間以内に、受託事業者に提出すること。

（６）広報活動等に使用するため、講座等の実施の様子を撮影し、必要に応じて受託事業者に

提供すること。

（７）県の子育て応援アプリを活用して応募者が情報発信を行うこと。

（８）共育ての推進のため、開催予定の講座のうち最低１講座は、父親が参加しやすいテーマ

や日時設定とすること。

13 受託事業者

高知市河ノ瀬町45-1

株式会社 HITOTO Corporation

14 提出先・問い合わせ

●Ｅメール

株式会社 HITOTO Corporation 子育て講座事務局

E-mail：soumu2@hito-to.com
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